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火災にあわれたときは （はじめに） 

不幸にも火災にあわれてしまいましたこと、心からお見舞い申しあげます。 

火災により、家屋や家財が焼失してしまいますと、さまざまな手続が必要になる一方で、

被災された方に対し、支援策等が用意されております。 

このパンフレットは、そうした手続や支援策等をまとめたものです、ご活用ください。

このパンフレットの内容で、わからないことがありましたら、下記までお問い合わせく

ださい。 

 

出雲市総務部  総務課 ℡２１－６７５６  

出雲市消防本部 警防課 ℡２１－６９９９ 担当 警防総括係 

１．これからの手続のために 

《消防本部・消防署での手続き》 

り災証明書の交付申請       お問合せ先 出雲市消防本部予防課 

                       ℡２１－６９２１ 
□チェック・メモ 

り災証明書は、各種手続や税金・保険料などの減免申請、火災保険を受ける

際に必要となります。 

り災証明書の申請は、世帯主又は配偶者の方が申請してください。代理請求

は、委任状が必要となります。 

出雲市消防本部予防課、出雲西消防署、平田消防署、大社消防署、斐川消防

署のいずれでも証明書の交付ができます。 

※事前に下記へ電話連絡をいただくと交付時の待ち時間が短縮されます。 

※り災証明書交付手数料は無料です。 

予 防 課 （出雲市渡橋町２５３－１）   ℡２１－６９２１ 

出雲西消防署（出雲市神西新町２６－３）   ℡４３－８１１９ 

平田消防署 （出雲市平田町３６３６－１）  ℡６３－５５１９ 

大社消防署 （出雲市大社町杵築南１３９５） ℡５３－２３７３ 

斐川消防署 （出雲市斐川町荘原２１６６－１）℡７２－０８００ 

なお、佐田・多伎分署で交付するり災証明については、事前に電話連絡をい

ただくと、各分署で証明書を受けとることができます。 

（電話連絡から交付まで約 2 日かかります。） 

佐田分署（出雲市佐田町反辺１７４７－１７） ℡８４－０９１５ 

多伎分署（出雲市多伎町久村５０９）     ℡８６－２１４９ 

※り災ごみの処理に必要な、「減免申請用り災証明書」の交付も同様です。 

 

担当 予防推進係 
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２．火災後に必要な手続（証書類が焼失してしまったとき） 

《市役所（本庁、各行政センター）での手続き》         ※ [無料]：再交付の料金は無料です 

■自立支援医療受給者証の再交付    お問合せ先 市役所健康福祉部 

(精神通院医療・更生医療・育成医療) 

     福祉推進課 ℡２１－６９５９ 

□チェック・メモ 

自立支援医療受給者証の再交付申請を受け付けます。本人確認書類（運

転免許証・マイナンバーカード等）の提示が必要です。 

※本人確認書類がない場合は福祉推進課までご相談ください。 [無料] 

担当 

障がい者福祉係 

 

 

■各種障がい者手帳の再交付      お問合せ先 市役所健康福祉部 

(身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳) 

     福祉推進課 ℡２１－６９５９ 

□チェック・メモ 

各種障がい者手帳の再交付申請を受け付けます。手続きには対象となる

方の顔写真（縦４㎝×横３㎝）及び本人確認書類（運転免許証・マイナン

バーカード等）の提示が必要です。 

※本人確認書類がない場合は福祉推進課までご相談ください。 [無料] 

担当  

障がい者福祉係 

 

 

■福祉医療証の再交付         お問合せ先 市役所健康福祉部 

     福祉推進課 ℡２１－６９５９ 
□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証・学生証・マイナンバーカード等）の提示に

より、福祉医療証を再交付します。 

※本人確認書類がない場合は福祉推進課までご相談ください。 [無料] 

担当  

障がい者福祉係 

 

 

■国民健康保険資格確認書の交付    お問合せ先 市役所健康福祉部 

     保険年金課 ℡２１－６９８２ 
□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証・学生証・マイナンバーカード等）の提示に

より、国民健康保険資格確認書を交付します。本人確認書類がない場合は

保険年金課までご相談ください。 [無料] 

担当 国保年金係 

 

 

 

■後期高齢者医療保険資格確認書の交付 お問合せ先 市役所健康福祉部 

                   保険年金課 ℡２１－６９８３ 
□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）の提示により、後

期高齢者医療保険資格確認書を交付します。本人確認書類がない場合は保

険年金課までご相談ください。 [無料] 

担当 高齢者医療係 

 



 - 3 - 

 

■母子健康手帳の再交付        お問合せ先 市役所健康福祉部 

                   健康増進課 ℡２１－６９８１ 
□チェック・メモ 

母子健康手帳再交付等申請書の提出及びり災証明書の提示により、母子

健康手帳を再交付します。 [無料] 

担当 母子保健係 

 

 

 

■介護保険被保険者証の再交付    お問合せ先   市役所健康福祉部 

    高齢者福祉課 ℡２１－６２１２ 
□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証・保険証・マイナンバーカード）の提示によ

り、介護保険被保険者証を再交付します。本人確認書類がない場合は、り

災証明書を確認し再交付します。 [無料] 

担当 介護保険係 

 

 

 

■乳幼児等医療費受給資格証・子ども医療費受給資格証の再交付 

 お問合せ先 市役所子ども未来部 

    子ども政策課 ℡２１－６９６３ 

□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）の提示により、乳 

幼児等医療費受給資格証・子ども医療費受給資格証を再交付します。本人 

確認書類がない場合は、り災証明書を確認し再交付します。 [無料] 

担当 子育て支援係 

 

 

 

■印鑑の登録             お問合せ先 市役所健康福祉部 

    市民課   ℡２１－６９５４ 
□チェック・メモ 

印鑑登録証が焼失してしまった場合は、証明書を発行できません。証明

書が必要となった場合には、窓口でそれまでの印鑑登録の「廃止届」を提

出し、印鑑と本人確認書類（運転免許証・パスポート・マイナンバーカー

ド等）の提示により、新たに印鑑登録をすることになります。登録料は 

３００円です。 

※本人確認書類のない場合及び代理人による登録の手続きについては市

民課までご相談ください。 

担当 証明係 

 

 

 

■マイナンバーカードの再交付     お問合せ先 市役所健康福祉部 

     市民課   ℡２１－２３１５ 
□チェック・メモ 

本人確認書類（運転免許証等）が必要です。 

※本人確認書類が無い場合は市民課までご相談ください。 [無料] 

担当 市民係 
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《市役所（本庁のみ）での手続き》  

■パスポートの再交付         お問合せ先 市役所健康福祉部 

    市民課   ℡２１－２３１５ 
□チェック・メモ 

必ず本人が来庁し、本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）、

り災証明書、パスポート用写真２枚、戸籍謄本を持参され、手続きが必要

となります。 

※本人確認書類が無い場合は市民課までご相談ください。 

担当 市民係 

 

 

《銀行等の金融機関での手続き》 

■預金通帳の改印の手続       お問合せ先 ご利用の金融機関 □チェック・メモ 

印鑑が焼失してしまった場合は，改印の手続が必要です。本人確認のた

め本人確認書類（運転免許証等）が必要となります。本人確認書類が無い

場合等はご利用の金融機関へご確認ください。 

 

 

 

■預金通帳，証書，キャッシュカード等の再発行  

お問合せ先 ご利用の金融機関 
□チェック・メモ 

お使いの通帳やカードなどが焼失した場合、再発行が必要です。手続の

際は、本人確認書類（運転免許証等）および新しい印鑑が必要です。詳し

くは、ご利用の金融機関へご確認ください。 

 

 

 

《運転免許センターまたは警察署での手続き》 

■運転免許証の再発行        お問合せ先 運転免許センター  

住所地を管轄する警察署 
□チェック・メモ 

火災によって運転免許証の再発行が必要な方は免許センターか警察署へ

お問合せください。 

＊ 運転免許センター ℡０８５２－３６－７４００ 

＊ 出雲警察署    ℡２４－０１１０ 

担当 交通課 

   交通総務係 
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３．火災後に受けられるサービス 

《市役所（本庁のみ）での手続き》 

■災害ごみ処理手数料の減免申請  

お問合せ先 市役所環境エネルギー部 

環境施設課 ℡２１－６９９０ 

□チェック・メモ 

火災ごみ（一般廃棄物のみ）を出雲市の一般廃棄物処理施設で処分され

る際には、災害ごみ処理手数料の減免措置を受けられる場合があります。

詳しくは担当課にお問合せください。 

なお、火災ごみを一般廃棄物処理施設まで運搬する費用は自己負担と

なります。ご自身でごみの運搬ができないときは、一般廃棄物収集運搬

業許可業者に依頼してください。 

 

〇出雲市の一般廃棄物処理施設 

〔出雲エネルギーセンター、出雲クリーンプラザ、平田不燃物処理セ

ンター、佐田クリーンセンター、斐川クリーンステーション〕 

 

※家屋等を解体する場合、その床面積が８０㎡以上（滅失部分は含み

ません）の時は建設リサイクル法の適用になる場合があります。詳しく

は建築住宅課までお問合せください。（℡２１－６７２０） 

担当 施設管理係 

 

 

 

  

 

■固定資産税の減免          お問合せ先    市役所財政部

資産税課 ℡２１－６８２０ 
□チェック・メモ 

り災した家屋の損害程度により、固定資産税が減免されることがあり

ます。ただし、納付期限を過ぎてしまった税額分は減免の対象にはなり

ません。※減免申請書の提出が必要です。詳しくは、資産税課までお問

合せください。 

担当 家屋係 

 

 

 

■市県民税の減免                    お問合せ先   市役所財政部 

市民税課 ℡２１－６７７０ 
□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、市県民税の支払いが困難と認められた場合には、

減免されることがあります。詳しくは市役所市民税課までお問合せくだ

さい。 

担当 市民税係 
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■市県民税の申告                    お問合せ先   市役所財政部 

市民税課 ℡２１－６７７０ 
□チェック・メモ 

火災によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の確定

申告か市・県民税申告を行うことにより、雑損控除が適用され、翌年度

の市県民税が軽減される場合があります。 

詳しくは市民税課までお問合せください。 

担当 市民税係 

 

 

 

《市役所（本庁、各行政センター）での手続き》 

■障がい福祉サービス利用者負担の減免 

お問合せ先 市役所健康福祉部 

《各行政センターでも取り扱いします》福祉推進課 ℡２１－６９６１ 

□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、障がい福祉サービス費用の支払いが困難と認め

られた場合には、減免されることがあります。詳しくは、福祉推進課ま

でお問合せください。    ※減免申請書は各行政センターにもあります。 

担当  

自立支援給付係 

 

 

■国民健康保険料の減免       お問合せ先 市役所健康福祉部 

保険年金課 ℡２１－６９８４ 
□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、保険料の支払いが困難と認められた場合には、

減免されることがあります。詳しくは、市役所保険年金課までお問合せ

ください。         ※減免申請書は各行政センターにもあります。 

担当 賦課係 

 

 

 

■後期高齢者医療保険料の減免     お問合せ先 市役所健康福祉部 

保険年金課 ℡２１－６９８４ 
□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、保険料の支払いが困難と認められた場合には、

減免されることがあります。詳しくは、市役所保険年金課までお問合せ

ください。        ※減免申請書は各行政センターにもあります。 

担当 賦課係 

 

 

 

■介護保険料の減免                お問合せ先 市役所健康福祉部 

高齢者福祉課 ℡２１－６２１２ 
□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、保険料の支払いが困難と認められた場合には、

減免されることがあります。詳しくは市役所高齢者福祉課までお問合せ

ください。        ※減免申請書は各行政センターにもあります。 

担当 介護保険係 
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《税務署での手続き》 

■所得税の確定申告       お問合せ先   

出雲税務署（代表）℡２１－０４４０ 
□チェック・メモ 

火災によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所

得税法」に定める雑損控除、「災害減免法」に定める税金の軽減免除のど

ちらか有利な方を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減する

ことができる場合があります。り災証明書、損害額の明細書などが必要

となります。詳しくは税務署までお問合せください。 

個人課税部門 

 

 

 

《図書館での手続き》 

■図書館資料の弁償の免除    お問合せ先 出雲市市民文化部 

                出雲中央図書館 ℡２１－６２６６ 
□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、図書館資料を損傷又は滅失した場合、資料弁償

を免除します。り災証明書、資料亡失（汚損・破損）届出が必要となり

ます。詳しくは、出雲中央図書館またはお近くの図書館までお問合せく

ださい。 

 

 

 

 

《市役所（本庁、各行政センター）での手続き》 

■一時的な宿泊場所にお困りの方   

お問合せ先 市役所 

       平田行政センター地域振興課    ℡６３－３１１１ 

       佐田行政センター市民サービス課  ℡８４－０１１１ 

       多伎行政センター市民サービス課  ℡８６－３１１１ 

       湖陵行政センター市民サービス課  ℡４３－１２１２ 

       大社行政センター市民サービス課  ℡５３－４４４４ 

       斐川行政センター地域振興課    ℡７３－９０００ 

防災安全課            ℡２１－６６０６ 

□チェック・メモ 

火災にあわれた方で、一時的な宿泊場所にお困りの方は、出雲市が避

難場所等のご相談をお受けしますので、防災安全課又はお近くの各行政

センター担当課までご相談ください。 

 

 

 

《市役所（本庁のみ）での手続き》 

■市営住宅の一時入居        お問合せ先 市役所都市建設部 

建築住宅課 ℡２１－６１５０ 
□チェック・メモ 

一時入居先として市営住宅を利用できる場合があります。また、使用

料が減免される場合がありますので、建築住宅課までお問合せください。 

担当 住宅政策係 
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《上下水道局（各事務所）での手続き》 

■上下水道の取り扱い       お問合せ先  出雲市上下水道局  

                 営業総務課  ℡２１－３５１１ 

                  下水道管理課 ℡２１－２２２６ 

※なお、斐川町・島村町にお住まいの方で、上水道に関することについ

ては斐川宍道水道企業団までお問合せください。℡72－8215 

□チェック・メモ 

上下水道の使用中止、復旧、撤去工事については担当課までお問合せ

ください。 

水 道：料金係 

下水道：管理係 

 

※本庁及び各行政センター等の代表電話番号  

（出雲市役所     ℡２１－２２１１：夜間時の連絡先も含む） 

（平田行政センター  ℡６３－３１１１） （佐田行政センター ℡８４－０１１１） 

（多伎行政センター  ℡８６－３１１１）  （湖陵行政センター ℡４３－１２１２） 

（大社行政センター  ℡５３－４４４４）  （斐川行政センター ℡７３－９０００） 

（東部上下水道事務所 ℡６３－５５４１） （西部上下水道事務所℡４３－１２１１） 

 

《その他の手続き等》 

 電  気 

 

ガ  ス 

 

医 療 機 関 

■電気の取り扱い   お問合せ先 中国電力（株）出雲ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ 

           ℡０１２０－３１１－９５０（フリーダイヤル）               
□チェック・メモ 

電気のご使用の廃止、開始、電気料金等のお問合せは、上記にご確認

ください。 

 

■ガスの取り扱い        お問合せ先 ご利用の取り扱い業者 □チェック・メモ 

ガスの使用中止、復旧等についてはご利用の取り扱い業者にご確認く 

ださい。 

 

■医療機関受診の取り扱い     お問合せ先 受診予定の医療機関 □チェック・メモ 

資格確認書等や手元に現金がない場合にも医療機関の受診は可能です 

が、お支払い方法等については受診予定の医療機関にご相談ください。 
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電  話 

 

テ レ ビ 

 

火 災 保 険 

 

 

 

■電話回線の取り扱い         お問合せ先  ＮＴＴの窓口 

                    ℡ 局番なしの１１６番 
□チェック・メモ 

ＮＴＴの１１６番に申し込みいただくと、回線を止めたり、「現在使わ

れておりません」などの応答による申し込み受付をしてくれます。詳し

くは１１６番でご確認ください。 

 

■ケーブルテレビの取り扱い 

お問合せ先 出雲ケーブルビジョン（株） ℡２１－９８１１  

お問合せ先 平田ＣＡＴＶ（株）     ℡６３－５５３９     

□チェック・メモ 

ケーブルテレビのご利用の休止・変更・復旧等については、上記へご

連絡ください。 

 

■火災保険の取り扱い   お問合せ先  ご契約の保険会社・代理店 □チェック・メモ 

火災保険の申請について、修繕前にまずは、保険会社・代理店にご連

絡ください。（被害状況の写真撮影も修繕前にお願いします。） 

※注意事項 

焼残物の片付けについて 

 焼残物の片付けは、まず保険会社へ連絡し承認を得てからおこなっ

てください。（承認を得ずに片付けをしてしまった場合、保険金の支払

いに影響が出る場合があります。） 

 


